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船舶事故調査報告書 

 

                              令和４年７月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員行方不明 

発生日時 令和３年６月１７日 ２３時０８分ごろ 

発生場所 石川県金沢港北西方沖 

 金沢港西防波堤灯台から真方位３１１°３６.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°０２.０′ 東経１３６°０１.７′） 

事故の概要 漁船第七重
じゅう

福
ふく

丸は、底びき網漁の投網作業中、乗組員１人が落水

し、行方不明となった。 

事故調査の経過 令和３年６月２２日、主管調査官（神戸事務所）ほか１人の地方事

故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第七重福丸、１４トン 

 ＩＫ２－５７０７（漁船登録番号）、株式会社重福（Ａ社） 

 １８.３１ｍ（Lr）×４.２２ｍ×１.４９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６１０kＷ、平成１７年８月９日 

 第２４４－２１５５２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ４８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成９年８月２７日 

免許証交付日 平成２９年７月３１日 

         （令和４年８月２６日まで有効） 

甲板員Ａ ３８歳 

 死傷者等 行方不明 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 プロペラ軸に曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、水温 約２０℃ 

 事故の経過 本船は、船長、甲板員Ａ、機関員１人（以下「機関員Ａ」とい

う。）及び漁労作業員１人が乗り組み、令和３年６月１７日２０時 

２０分ごろ、小型機船底びき網漁の操業を行う目的で金沢港水産ふ頭

前の船だまり（以下「本船係留所」という。）を出航した。 

船長は、操舵室において単独で操船に当たり、２２時５０分ごろ、

金沢港北西方約３５Ｍ沖の漁場に到着したので、ベルを鳴らして船内

で休憩していた乗組員に操業スタンバイを指示した。 
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本船は、出航時から甲板上に漁具が準備されており、甲板員Ａが右

舷中央部、機関員Ａが後部甲板、漁労作業員が右舷船首部に移動し、

２３時００分ごろ、船長が機関員Ａに指示し、左舷引き綱の先端に接

続した樽
たる

と称する浮き（以下「樽」という。）を船尾から海面に投げ

入れ、投網作業を開始した。（図１、写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 投網作業開始時の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 甲板上に漁具が準備された状況 

 

本船の投網作業は、樽を投入後、反時計回りに、左舷引き綱、網及

び右舷引き綱をそれぞれ順に伸出させて樽を回収してえい
．．

網する、か

け回し式で行われていた。（図２参照） 
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（機関員Ａ） 
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図２ かけ回し式による投網作業 

 

甲板員Ａは、‘袖網を広げる目的で引き綱と袖網の接続部に設置さ

れた木製の漁具’（以下「てんぎ
．．．

」という。）を引き綱の伸出に合わ

せて海中に落とす目的で右舷中央部配置についていた。 

船長は、レーダー及びＧＰＳプロッターの航跡を参考とし、本船が

蛇行して航行しないように南南西進させた後、左舷引き綱が左舷袖
そで

網

に接続する付近になった頃、左舵を取って南東進させた。（写真３参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ ＧＰＳプロッター画面 

 

船長は、２３時０８分ごろ、網が出て行く状況を確認しようと右舷

方を見た際、甲板員Ａがいないことを認めた。 

船長は、直ちに機関レバーを中立位置としたところ、甲板員Ａが船

尾方海面上に落水している旨を漁労作業員から聞いたので、本船を甲

板員Ａに近づけようと思い、急いで機関レバーを後進位置としたとこ

ろ、投網中の網がプロペラに巻き込まれ、本船は運航不能となった。 

 機関員Ａは、海面上の甲板員Ａを見失わないように目視していたと

ころ、甲板員Ａが本船から離れ、本船の照明が届かなくなって見失っ

た。 

樽 

右舷袖網 

左舷袖網 

袋網 

南東進 

本事故発生 

投網開始 

南南西進 当日の航跡 
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船長は、本事故の発生及び本船の状況を僚船の船長に漁業無線で連

絡したのち、Ａ社社長及び所属する漁業協同組合に携帯電話で報告し

た。 

漁業協同組合の担当者は、１８日００時３０分ごろ本事故の発生を

海上保安庁に通報した。 

本船は、本事故の発生を知って駆けつけた僚船によりえい
．．

航され、

０８時４０分ごろ本件係留所に帰航した。 

甲板員Ａは、巡視艇、航空機及び僚船による現場付近海域の捜索が

行われたが、行方不明となった。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 (1) 甲板員Ａについて 

船長、機関員Ａ及びＡ社社長によれば、次のとおりであった。 

① 令和３年１月１日、本船に甲板員として乗船後、約１か月間

他の乗組員の横で作業を覚え、右舷中央部でてんぎ
．．．

を落とす作

業を単独で約１００回行っていた。 

② 乗組員とのコミュニケーションを積極的に行い、操業スタン

バイ時に船内から甲板上に出てカッパ等を着用する際、体調不

良や変わった様子がなく、右舷中央部で作業を行う立ち位置も

ふだんどおりであった。 

③ 本事故当時、白色のヘルメット、青色のカッパ上下、長靴及

びビニル手袋を着用していたが、救命胴衣を着用していなかっ

た。 

(2) 救命胴衣について 

   船長、Ａ社社長によると次のとおりであった。 

 ① 本船で使用する救命胴衣は、腰に巻く膨張式であり、甲板員

Ａの救命胴衣は、本事故後、救命胴衣及びカッパ等を保管する

船内出入り口の備品倉庫内で発見された。 

② 本船では、過去に波がある状況下、乗組員がカッパの上に救

命胴衣を着用して作業中に波をかぶり、救命胴衣が水を感知し

て膨張したことがあったので、作業中に波をかぶっても作業の

支障とならないようにカッパの下に着用するようになった。 

③ 本船では、甲板上の乗組員が救命胴衣を着用しているかどう

かについて、カッパを着用した外見からでは判別が難しいの

で、乗組員は、甲板員Ａが救命胴衣を未着用であったことに気

付いていなかった。 

（写真４ 参照） 
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写真４ 本船で使用する救命胴衣 

 

(3) 右舷中央部甲板上の状況について 

① 右舷中央部の甲板上には、ふだんどおり左舷引き綱側から順

に伸出されるように引き綱、てんぎ
．．．

及び袖網が準備されてお

り、てんぎ
．．．

を落とす作業を行うのに十分な幅約１ｍの広さが確

保されていた。 

 ② てんぎ
．．．

は、長さ約１.３５ｍ、幅約７cm、厚さ約４cmで、重量

が約３.５kgあり、落とす順序を間違えないように左舷側てんぎ
．．．

が立て掛けられてあり、右舷側てんぎ
．．．

が横に置かれていた。 

③ 左舷側てんぎ
．．．

を海中に落とす際、てんぎ
．．．

の他端をブルワーク

に置き、船尾方に体を向けて船尾付近の引き綱の動きに注意

し、引き綱の伸出に合わせて行っていた。 

 （写真５ 参照） 

 

 

 

 

 

 

写真５ てんぎ
．．．

及び右舷中央部の状況 

 

(4) 落水の状況について 

① 漁労作業員は、袋網部の重りを落とす目的で、船首方を向い

ていたので、甲板員Ａが落水する瞬間を見ていなかった。 

② 船長は、甲板員Ａが左舷側てんぎ
．．．

を海中に落とす際、てん
．．

ぎ
．

が甲板員Ａのカッパに引っ掛かって、引き綱が海中に伸出する

勢いで約１ｍの高さのブルワークを越えて落水したと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

なし 

甲板員Ａは、落水して行方不明となった。 

本船は、金沢港北西方沖において、底びき網漁の投網作業中、甲板

員Ａが右舷中央部甲板から落水したものと推定される。 

約 1m 
約 55cm 

約 45cm 

他端 右舷側てんぎ
．．．

 

左舷袖網 左舷側てんぎ
．．．
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甲板員Ａは、左舷側てんぎ
．．．

を引き綱の伸出に合わせて海中に落とす

際、引き綱に引かれたてんぎ
．．．

がカッパに引っ掛かり、てんぎ
．．．

と共に落

水した可能性があるものと考えられる。 

甲板員Ａは、救命胴衣を着用していなかったことから、浮力を十分

に得られずに行方不明となった可能性があるものと考えられる。 

本船の乗組員は、救命胴衣をカッパの下に着用していたことから、

甲板員Ａが救命胴衣を未着用であったことに誰も気付いていなかった

ものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、金沢港北西方沖において、本船が底びき網漁の投

網作業中、救命胴衣を着用していなかった甲板員Ａが、左舷側てんぎ
．．．

を引き綱の伸出に合わせて海中に落とす際、引き綱に引かれたてんぎ
．．．

がカッパに引っ掛かり、てんぎ
．．．

と共に右舷中央部甲板から落水したこ

とにより発生した可能性があるものと考えられる。 

再発防止策 船長は、本事故後、甲板上で作業を行う乗組員に対し、救命胴衣の

着用を徹底させることとした。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・投網作業を行う際は、着衣に漁具が引っ掛からないよう注意して

作業に当たること。 

 ・暴露甲板上で作業を行う乗組員は、救命胴衣を適切に着用するこ

と。 
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図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金沢市 

金沢港西防波堤灯台 

金沢港 

事故発生場所 

（令和３年６月１７日  

２３時０８分ごろ発生） 

石川県 
富山県 

福井県 

× 


